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議事要旨(4) 収益認識専門委員会における検討状況について（コメント対応） 

 

冒頭、都常勤委員（専門委員長）より、本日の委員会でも前回に引き続き、IASBの公開草

案「顧客との契約から生じる収益」（以下ED）に対するコメント（2010年10月22日期限）

について議論する旨が説明され、中條シニア・プロジェクト・マネージャーより、審議事

項（４）に基づいて、EDの概要及び具体的なコメント案の内容に関する説明が行われた。 

 

説明の後、委員等から追加的な検討を求める発言等は特段なかった。 

 

これを踏まえて、西川委員長より、現行の内容でIASBに対するコメントの提出を行う旨の

発言がなされた。 

以上 


